
新型コロナウイルス感染症の早期収束に向け
一人ひとりのご協力をお願いします

いま、一人ひとりができることいま、一人ひとりができること
誰もが感染するリスク・感染させるリスクがあります。

新型コロナウイルス感染症から、あなたと身近な人の大切な命を守るために、
日常生活を見直しましょう

■人との接触を８割減らす、10のポイント■人との接触を８割減らす、10のポイント

出典：厚生労働省の新型コロナウイルス感染症対策専門家会議

　市民の皆さんには、４月７日に新型コロナウイルスに関する「緊急事態宣言」が発令されて以来、
感染予防にご協力をいただいているところですが、依然として「新型コロナウイルス感染症」の感染
拡大が続いています。埼玉県内では、日々新たな感染者が報告され、鴻巣市内においても、４月末現
在で１０名の方の感染が確認されております。
　感染拡大を防止するためには、今が極めて重要な時期ですので、市民の皆さんに
は、これまで以上に不要不急の外出を自粛していただくとともに、「密閉」「密集」
「密接」を避け、手洗い・うがい・換気をするなどの感染予防も徹底してください。
　本市といたしましても、国や埼玉県と連携し、あらゆる対策への取組と正確
な情報発信を進めてまいります。
　新型コロナウイルス感染症の早期収束に向け、皆さん自身はもちろんのこと、
皆さんの家族や仲間など、大切な人たちのかけがえのない命と健康を守るため、
引き続き、皆さんのご協力を切にお願いいたします。

鴻巣市長
原口 和久
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	人口と世帯　　「人口と世帯」は締切の関係上、来月号に掲載します。


